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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部（２）と後端部（３）とを備え、先端部（２）と後端部（３）との間を中心軸線
（Ｃ）が延び、中心軸線（Ｃ）の回りをドリルが所定の方向（Ｒ）に回転可能であり、
　ドリルは同心に配置された少なくとも二つの円柱状部分（４，５）を有し、第１の円柱
状部分（４）は、先端部（２）から後方に延びると共に第１の直径（Ｄ１）を有し、段差
部（６）を介して後方に位置すると共により大きな直径（Ｄ２）有する第２の円柱状部分
（５）に移行し、
　先端部（２）は二つの主切れ刃（９）を含み、二つの主切れ刃（９）は、凹状の切り屑
フルート面（１３）により画成されると共に、第１の円柱状部分（４）と第２の円柱状部
分（５）に凹設された切り屑フルート（１０）と協働し、切り屑フルート（１０）は段差
部（６）と交差して第２の切れ刃（１８）を形成する、ソリッドステップドリルにおいて
、
　第２の切れ刃（１８）に隣接し、切れ刃の切れ刃稜線と切り屑フルート面（１３）との
間に、チップブレーカ（１９）が形成され、
　チップブレーカ（１９）は、中心軸線（Ｃ）から半径方向へ所定の距離に配置された内
端（２２）を有し、該内端（２２）は前記第２の切れ刃（１８）の内端とほぼ同じ位置に
ある、ことを特徴とするソリッドステップドリル。
【請求項２】
　チップブレーカは溝であって、第２の円柱状部分（５）に沿う外周面（１２）の外側に
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位置し、補強ベベルによって第２の切れ刃の切れ刃稜線から離れている、ことを特徴とす
る請求項１に記載のソリッドステップドリル。
【請求項３】
　チップブレーカ（１９）は、第２の切れ刃（１８）の切れ刃稜線の直近における切り屑
面（２３）及び凹みによって画成され、チップブレーカ面（２５）が切り屑面（２３）及
び切り屑フルート面（１３）との間に配置されている、ことを特徴とする請求項１に記載
のソリッドステップドリル。
【請求項４】
　主切れ刃（９）に隣接し、主切れ刃の切れ刃稜線と切り屑フルート面との間に、チップ
ブレーカが形成されている、ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のソリッ
ドステップドリル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソリッドステップドリルに関し、先端部と後端部とを備え、先端部と後端部
との間を中心軸線が延び、中心軸線の回りをドリルが所定の方向に回転可能であり、ドリ
ルは同心に配置された少なくとも二つの円柱状部分を有し、第１の円柱状部分は、先端部
から後方に延びると共に第１の直径を有し、段差部を介して後方に位置すると共により大
きな直径有する第２の円柱状部分に移行し、先端部は切り屑面と逃げ面とを有する二つの
主切れ刃を含み、二つの主切れ刃は第１の部分と第２の部分とに凹設された切り屑フルー
トと協働し、切り屑フルートは、段差部と交差し、切れ刃の切り屑面が切り屑フルートに
含まれる第２の一体化された切れ刃を形成する、ソリッドステップドリルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　切り屑を排出する切削加工によって金属の被削材に穴明けするドリルは、多数の異なる
要因、例えば、所望の形状、穴の長さ及び直径、被削材の材料的性質、穴の寸法精度、ド
リルの基本的構成又はデザインによって、異なる種類に分けられる。特に、ソリッド（無
垢）ドリルとソリッドでないドリルとの間には明確な境界が存在する。ソリッドドリルは
、必要な全ての仕様、例えば、切れ刃（切り屑フルート面及び逃げ面）、切り屑フルート
、ガイドパッド、油孔などが、超硬合金や高速度鋼などの適切な材料で作られたソリッド
ドリル本体に含まれている。ソリッドドリルの長所は、特に、切れ刃が高寸法精度で製作
可能であるということである。従って、ソリッドドリルは、穴位置精度や穴の寸法精度を
向上させることができる。また、ソリッドドリルは、制限された直径（１２ｍｍより小さ
い）の穴開け加工に非常に良く使用される。しかしながら、ソリッドドリルは、切れ刃が
摩耗した場合に、廃棄処分されたり、可能であれば再研磨されたりしなければならない。
これは、費用を高くする場合がある。
【０００３】
　ソリッドでないドリルの種類は、複数の異なるタイプのドリル、例えば、割出し可能な
インサートドリル、ルーズトップドリル、ろう付けインサートを有するドリルなどを含ん
でいる。ドリルのこれらのタイプに共通することは、切り屑を生成する切れ刃が、特に、
ドリル本体の材料とは異なるより硬い耐摩耗材料で作られた摩耗部品を含んでいるという
ことである。割出し可能なインサートドリルにおいて、切れ刃は、交換可能で割出し可能
なインサートに含まれている。ルーズトップドリルにおいて、切れ刃は、再使用可能なド
リル又は基体に連結される交換可能なルーズトップの一体型部品に含まれている。また、
第３番目のタイプのドリルにおいて、切れ刃は、通常は超硬合金（又は、代替可能で有用
な硬い材料）で構成される割出し可能なインサートや、基体（通常は鋼で構成される）に
ろう付けされたり半永久的に一体化されたりする切削インサートに含まれている。ソリッ
ドでないドリルの長所は、切れ刃の鋭利性が失われたときに、廃棄処分したり、切れ刃の
再研磨が必ずしも必要とされないということである。従って、割出し可能なインサートや
ルーズトップは、迅速かつ容易に機械的方法で交換されることができる。ろう付けされた
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切削インサートは加熱により取り外され、再研磨されたり新しいものに置き換えられたり
する。換言すると、基体又はドリル本体は、複数回のインサート交換（１０回～２０回）
に再使用可能である。ソリッドでないドリルの全てのタイプの欠点は、ドリル本体及び主
切れ刃を有する摩耗部分が、互いに一体化されていなく、ドリル本体及び主切れ刃を有す
る摩耗部分は、特に、異なる材料（例えば、鋼／超硬合金）で、互いに異なる性質を有し
ており、摩耗部分はインターフェースを介して基体に連結されているため、不良を発生す
る場合がある。言い換えると、ソリッドでないドリルは、高精度が要求されているときは
信頼性が低いものである。
【０００４】
　ドリルの二つの種類間における他の違いは、シングルドリルとステップドリルの違いで
ある。シングルドリルは、ドリル本体の先端部において一組の切れ刃のみを含み、ドリル
の全長に沿って一つの同じ直径を有する穴を形成することができる。しかしながら、ステ
ップドリルは、異なる直径を有する連続部分で一つの同じ動作で穴を形成することができ
る。より詳細には、ドリル本体の先端部の一組の切れ刃だけでなく、先端部の後方に一定
の距離で形成され、先端部よりも大きな直径を有し、増加する直径を有する追加の穴を形
成する追加の切れ刃を含む一つ以上の段差部に一組の切れ刃を含むことによって、一つの
同じ動作で穴を形成することができる。更に、ステップドリルの種類おいて、ツイストド
リル（螺旋形切り屑フルートを有する）やタップボーラ（直線切り屑フルートを有する）
などの多数のタイプのドリルを含んでいる。更に、ステップドリルは、ソリッドドリルや
ソリッドでないドリル、例えば、割出し可能なインサートドリルやろう付け切削インサー
トを有するドリルのどちらにも形成する。
【０００５】
　一般的に、十分に満足な加工を行い、良い結果を得るドリルに関して最も重要なことは
、問題となっている適用において、切り屑の生成と切り屑の排出とが都合良く行われるこ
とである。ある場合において、ドリルは、短い切り屑を生じる材料、すなわち、鋳鉄など
の低延性を有する材料に穴明けするために使用される。切り屑はかなり短く（しばしばコ
ンマ形状を有する）、ドリルの切り屑フルートを介して容易に排出することができる。し
かしながら、低炭素鋼や、アルミニウムや、銅や、チタンや、耐酸性鋼などのより延性を
有する材料は、ほとんどの場合において長い切り屑を生成する。長い切り屑は、処理する
ことが難しく、切り屑の詰まり、穴品質の低下、運転機械における引っかかり、事故の危
険などの弊害をもたらす可能性がある。ステップドリルにおいて、これらの問題は、少な
くとも二つのタイプ又は組みの切り屑、すなわち、ドリル先端部の主切れ刃によって生成
される第１組の切り屑だけでなく、ドリルの段差部における第２の切れ刃によって生成し
た少なくとも一つの第２組の切り屑が、複数の切り屑フルートを介して排出される結果と
して強調される。全ての切り屑が、共通の切り屑フルートを介して排出されなければなら
ないため、引っかかりや切り屑の絡みのの危険は非常に大きくなる。
【０００６】
　これに関して、短い切れ刃によって生成した幅狭の切り屑が、長いまま分断されずに残
るということが指摘される。一方では、長い切れ刃によって生成した幅広の切り屑が、容
易に分断され短くなる。切り屑の生成に影響する他の要素は、対で協働する切れ刃間の角
度である。従って、通常の主切れ刃は、１２０゜～１６０゜の範囲内でいわゆるノーズ角
を有している。一方で、第２の切れ刃間の対応する角度（段差角度）が、約４０゜～１８
０゜まで変化することができる。切り屑は、段差角度が小さいときより段差角度が大きい
ときのほうが、軸方向に向かいやすくなる。段差角度が小さい場合、切り屑は半径に向か
い、コイル状に巻く傾向が増加し、切り屑の詰まりが生じやすくなる。
【０００７】
　長い切り屑を生成する材料の切り屑の生成及び排出を解決する問題は、少なくともある
範囲までは、ソリッドでないステップドリルに関連して、すなわち、ドリルに適用される
分割タイプの切削インサートの製造に関連して解決される。この切削インサートは、切削
加工の初期の段階において、切り屑を分断し、切り屑を短くする特別なチップブレーカを
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有している。半永久的に装着された切削インサートを有するステップドリルの例は、特許
文献１で開示されている。特許文献１は、組付けチップブレーカを有するセパレート型の
積層された切削インサートが、どのようにしてろう付けされ、又は切り屑の生成及び排出
を解決するためにステップドリルにどのようにして半永久的に装着されるかを示す。しか
し、一般に、ソリッドでないドリル、特に、ステップドリルの欠点は、不良の種々の理由
が、セパレート型の切削インサートの装着に関連して、より詳細には、ドリル本体に対す
る切削インサート及び切れ刃の位置精度に関連して生ずるということである。この理由の
ため、ソリッドでないドリルは、穴位置精度の要求が特に大きい場合に、ふさわしくない
ものとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第００／０４４５１８号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、従来のソリッドステップドリルの欠点を取り除き、改良されたソリッドステ
ップドリルを提供することを目的とする。従って、発明の主な目的は、長い切り屑の生成
及び排出による困難性を生ずることなしに、高精度な穴を形成するソリッドステップドリ
ルを提供することである。すなわち、個々の切れ刃によって作られた異なる直径を有する
円柱状の穴壁が高い寸法精度を有するだけでなく、個々の穴壁間に形成された環状の移行
面が高い寸法精度を有するソリッドステップドリルを提供することである。
　本発明によると、少なくとも第１の目的は、請求項１の特徴部分に記載されている手段
によって達成される。本発明の好ましい実施形態は、従属請求項の２～５に規定されてい
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、ソリッドステップドリルにおける切り屑の生成と排出の困難性を、容
易な方法で解決することができる。すなわち、第２の切れ刃の少なくとも一つ（好ましく
は二つ）の近傍に凹部を形成することによって、切り屑は、排出が始まるとすぐに凹部に
入ると共に、凹部を制限する面に沿って形成され、切り屑フルートに入る前に分断される
。これは、切り屑フルートを制限する面（凹面又は平面）が、切れ刃の切れ刃稜線までず
っと延びている場合に、切れ屑形成が、将来の予想できない条件に影響されないことを意
味する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明によるソリッドステップドリルの斜視図である。
【図２】ソリッドステップドリルの側面図である。
【図３】ドリルの段差部の構成を示す部分詳細側面図である。
【図４】ソリッドステップドリルの先端部を示す側面図である。
【図５】図３のＶ－Ｖ線に沿って切断した断面図である。
【図６】正面からみた端面図である。
【図７】ステップドリルで穴明けされた穴の形状を示す断面図である。
【図８】本発明の他の実施形態を示す図３に対応する詳細な側面図である。
【図９】図８のIX－IX線に沿って切断した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図には、螺旋形の切り屑フルート（いわゆるタップボーラにおける直線の切り屑フルー
トに対して）を有するツイストドリルとしてのソリッドステップドリルが例示されている
。細長い本体１を有するドリル１は、先端部２及び後端部３を備え、先端部２及び後端部
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３の間を中心軸線Ｃが延長し、ドリル１は中心軸線Ｃの回りを方向Ｒに回転可能である。
本体の二つの円柱状部分は、中心軸線Ｃと同軸に配置される。すなわち、前方に位置する
第１の部分４は先端部２から後方に延び、後方に位置する第２の部分５は、いわゆる段差
部６により第１の部分から離れている。図２に示すように、先方（第１の）部分４は第２
の部分５の直径Ｄ２よりも小さい直径Ｄ１を有している。ドリルは、Ｄ２よりも大きい直
径Ｄ３を有する把持部７を有している。把持部７は、ドリルにトルクを伝達するために、
ドリルの後端部の端面３に溝８を有している。
【００１３】
　先端部２には、切り屑フルート１０と協働する二つの主切れ刃９が含まれている。第１
の部分は外周面１１を有し、外周面１１は段差部６を介して、第２の部分５の外周面１２
から離れている。二つの螺旋形の切り屑フルート１０は、第１の部分４の外周面１１に凹
設され、太くなっている第２の部分５を介して後方に延びている。個々の切り屑フルート
は、“切り屑フルート面”と後述される凹面１３によって画成され、一対の切れ刃稜線又
は境界線１４，１５の間を延びている。切れ刃稜線１４はガイドパット１６（図４参照）
に含まれ、第１の部分だけに沿って延びている。ガイドパットは、ドリルが被削材に穴明
けする際にドリルを案内する目的を有している。
【００１４】
　図６に示すように、個々の切れ刃９は第１の逃げ面１７を有し、第１の逃げ面１７は回
転方向の後方に位置する二つの逃げ面１７ａ，１７ｂに移行する。逃げ面１７ｂは、切り
屑フルートの方へ移行する。切れ刃９の切り屑面は、切り屑フルート面１３が先端部に延
びることによって形成されている。
【００１５】
　後方（第２の）部分は、第１の部分４の直径Ｄ１より大きい直径Ｄ２を有し、切り屑フ
ルートが二つの部分を通って連続的に延び、第２の切れ刃１８は切り屑フルートがいわゆ
る段差部を形成する円錐面である面（段差部）６と交差する部分に形成されている。第２
の切れ刃又は段切れ刃１８は、通常のステップドリルにおいては、凹状の切り屑フルート
面１３によって画成され、段差部６は第２の切れ刃に接続し、逃げ面を形成する。
【００１６】
　図４において、αは二つの主切れ刃の先端角又はノーズ角を示している。この角度は、
通常１２０゜～１６０゜であり、例えば、約１３０゜とされる。第２の切れ刃１８間の段
差角度β（図２参照）は、例えば約９０゜であるが、約４０゜から１８０゜までの値に定
めることもできる。
【００１７】
　図７は、二つの円柱状の穴壁Ａ，Ｂを有する穴がどのようにして形成されるのかが示さ
れている。穴壁Ａ，Ｂは、段切れ刃（第２の切れ刃）１８によって形成された円錐移行面
Ｃによって離れている。
【００１８】
　個々の第２の切れ刃又は段切れ刃１８に隣接して、凹部１９が形成されている。凹部１
９により、切り屑は好ましい切り屑形状に形成され、短い切り屑片に分断される。図３及
び図５に示す実施形態において、凹部１９は切り屑フルート面１３に凹設された溝形状を
有し、補強ベベル２０を介して段切れ刃１８の切れ刃稜線から離れている。凹部（溝）１
９と補強ベベル２０の寸法及び形状は、ドリルが穴明けする材料に依存する。図３に示す
ように、凹部１９は、第２の部分５の外周面１２から外れ、段切れ刃１８の全長に沿って
延び、溝の内端２２が外周面１１の半径とほぼ同程度の寸法である中心軸線Ｃから所定の
半径寸法で配置されている。換言すると、溝の内端は、段差部６を超えて後方（第２の）
部分５に延びる切り屑フルート面１３との干渉を出来るだけ避けるために、段切れ刃１８
の内端とほぼ同じ位置にある。
【００１９】
　ドリルの回転中に個々の切れ刃１８が切り屑を排出するとき、切り屑は補強ベベル２０
（図５参照）の後方へ進み、凹部１９に入る。切り屑が凹みを規制する面を通っていく間
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に、切り屑が後方の切り屑フルート面１３に達する前に分断される。このようにして、好
ましい切り屑の分断及び形成が、切り屑が軸方向において切り屑フルートを通る前に行わ
れる。溝を適切な形状で位置に設けることによって、切れ刃の動作中における切り屑の移
動方向が制御され、その結果、切り屑の排出が最適化される。一般に、切り屑の排出する
方向は、切り屑がより軸方向に方向付けされるように改善されている。
【００２０】
　実際に、切り屑を分断する溝は、ドリルの切り屑フルートや切れ刃が形成された後の工
程において、研削ピンなどを使用する研削によって作られる。また、他の加工としてスパ
ーキングが実施可能である。ここで説明されているステップドリルはソリッドであるため
、加工は同一材料、例えば、ドリルの素材となる超硬合金に実施される。
【００２１】
　好ましい実施形態において、類似する凹部（溝）２１は、ドリルの先端部の主切れ刃９
に隣接して形成することができる。
【００２２】
　図８及び図９には、本発明による切り屑を分断する凹部１９の他の実施形態が示されて
いる。この場合、凹部は、切り屑面２３が第２の部分５の外周面と交差する切れ刃稜線２
４のすぐ近くの切り屑面２３と、切り屑面２３と切り屑フルート面１３との間に配置され
た凹面（チップブレーカ面）２５と、によって画成されている。切り屑が被削材から取り
除かれたとき、切り屑は切り屑面２３に沿ってスライドし、その後、切り屑が切り屑フル
ート面１３に達する前に、凹面２５に当たって分断される。
【符号の説明】
【００２３】
　１　　本体
　２　　先端部
　３　　後端部
　４　　第１の部分
　５　　第２の部分
　６　　段差部
　１０　　切り屑フルート
　１３　　切り屑フルート面
　１９，２１　　凹部（チップブレーカ、溝）
　２３　　切り屑面
　２５　　凹面（チップブレーカ面）
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